
区 分 （世 帯） ３回目の支給までの自己負担限度額 ４回目以降の
自己負担限度額

年間所得
９０１万円超

２５万２,６００円
　　＋（医療費の総額－８４万２,０００円）×１％ １４万１００円

年間所得
６００万円超９０１万円以下

１６万７,４００円
　　+（医療費の総額－５５万８,０００円）×１％ ９万３,０００円

年間所得
２１０万円超６００万円以下

８万１００円
　　+（医療費の総額－２６万７,０００円）×１％ ４万４,４００円

年間所得
２１０万円以下 ５万７,６００円 ４万４,４００円

住民税非課税世帯 ３万５,４００円 ２万４,６００円

※「年間所得＝総所得金額等ー基礎控除額」

こんなときは届け出を！

問い合わせ先　役場住民課

 ☎９６３－１７３３（直）

○国民健康保険証
○認め印
○医療機関などの領収証

○世帯主および受診した人のマイナンバーカード
　マイナンバーカードがない場合、通知カードと写真付

きの本人確認ができるもの（運転免許証など）
○世帯主名義の金融機関の通帳

支給手続きに必要なもの

　国民健康保険に加入している人の医療費が高額になり「自己負
担限度額」を超えた場合、「高額療養費」として医療費の一部が払
い戻されます。
　年齢で「自己負担限度額」の計算条件が異なるため、注意が必要
です。払い戻しの対象になる人には、医療機関を受診した月の約
３か月後に住民課からお知らせします。必要書類を準備して手続
きにお越しください。

共通する内容　○同じ月内で計算します。
　　　　　　　○�入院時の食事代や差額ベッド料などの

保険適用外の部分は対象外です。

注意事項　　
○２つ以上の医療機関にかかった場合は別計算です。
○同じ医療機関でも医科と歯科、外来と入院は別計算です。
○�過去１２か月内に、高額療養費の支給を４回以上受けた場合、医療費の負担を軽くするため、４回目から

の自己負担限度額は低い額が設定されています。

【年齢別の自己負担限度額】

高額療養費制度とは？

　７０歳未満の人
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区 分 （世 帯）
外来（個人単位） 外来＋入院（世帯単位）

自己負担限度額 ３回目の支給までの
自己負担限度額

４回目以降の
自己負担限度額

現役並み
所得者

（注1）

現役並みⅢ ２５万２,６００円＋（医療費の総額－８４万２,０００円）×１％ １４万１００円

現役並みⅡ １６万７,４００円＋（医療費の総額－５５万８,０００円）×１％ ９万３,０００円

現役並みⅠ 　８万１００円＋（医療費の総額－２６万７,０００円）×１％ ４万４,４００円

一般世帯（注２） １万８,０００円 ５万７,６００円 ４万４,４００円

低所得Ⅱの人（注３） 　���　８,０００円 ２万４,６００円

低所得Ⅰの人（注４） 　���　８,０００円 １万５,０００円

ご存じですか？  限度額適用認定証 こんなときは届け出を！

（注１）現役並み所得者　同じ世帯に住民税課税所
得が１４５万円以上の７０歳以上７５歳未満の人
がいる人。

　�ただし、７０歳以上７５歳未満の国保被保険者の
収入の合計が、２人以上で５２０万円未満、単身
で３８３万円未満の場合は、申請に基づき「一般」
となります。

（注２）一般世帯　現役並み所得者、低所得Ⅱ、Ⅰ
のいずれにも該当しない人

注意事項　　
○外来は個人ごとに計算し、入院は世帯単位で合算します。
○医科と歯科の区別はしません。
○平成３０年８月から現役並み所得者の所得区分が細分化され、自己負担限度額が変わりました。　
○�平成２９年８月から一般世帯に年間上限額（１４万４,０００円）が設けられました。年間上限は８月から翌年

７月までの累計額に対して適用されます。

　入院などで医療費が高額になることが予想される場合、事前に限
度額適用認定証（住民税非課税の人は限度額適用・標準負担額減額認
定証）の交付を受け、医療機関に提示すれば、窓口での負担は上表の
自己負担限度額までになります。
　平成３０年８月から限度額適用認定証の交付を受けられる対象者
が、高齢受給者証を所持する現役並み所得者（現役並みⅠ、現役並み
Ⅱ）まで拡大しています。現役並みⅠ、Ⅱに属する人で、医療費が高
額な場合、交付をおすすめします。限度額適用認定証は、住民税の
申告をしていなければ、判定（認定）ができません。なお、国民健康
保険税を滞納している人は認定が受けられない場合があります。
　また、自動更新されないため、７月３１日（水）が有効期限の限度
額認定証を既に持っていて、８月以降も必要な人は、改めて窓口で
申請が必要です。国民健康保険証、世帯主および本人のマイナンバー
がわかるもの、認め印を持って手続きにお越しください。

　交通事故などのように第三者の行為
によって傷病を受けた場合、事前に届
け出ることで国民健康保険証を使用で
きる場合があります。�その場合、治療
費の一部をいったん国保が支払い、そ
の後、加害者に費用を請求します。示
談を結ぶと給付できなくなることがあ
るため、注意してください。
　国民健康保険証を使っての治療を希
望する場合、治療開始前に必ず住民課
保険係に連絡してください。
　また、事故直後はすぐに警察に連絡
して「事故証明書」を作成してもらいま
しょう。

（注３）低所得者Ⅱ　世帯主および国民健康保険被
保険者の全員が住民税非課税の世帯で、低所得
Ⅰ以外の人

（注４）低所得者Ⅰ　世帯主および国民健康保険被
保険者の全員が住民税非課税で、かつその世帯
の各所得が必要経費や諸控除（年金の所得は控除
額を８０万円として計算）を差し引いたときに０
円になる人。

７０歳以上７５歳未満の人（国民健康保険の高齢受給者証を持っている人）

※上記の「現役並み」「一般」「低所得」は区分の名称です。
　現役並みⅢ（課税所得６９０万円以上）　現役並みⅡ（課税所得３８０万円以上）　現役並みⅠ（課税所得１４５万円以上）
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